
政
令
第

号

担
保
附
社
債
信
託
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
承
諾
の
手
続

等
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
担
保
附
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

１

委
託
会
社
は
、
担
保
附
社
債
信
託
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
受
託
会
社
に
対
し
、
そ

の
用
い
る
電
磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は

電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
委
託
会
社
は
、
当
該
受
託
会
社
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
受
託
会
社
に
対
し
、
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の

提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
受
託
会
社
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
中
「
委
託
会
社
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
託
会
社
以
外
の
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


